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（２）甲板部航海当直部員の乗組みに関する基準について

現行、総トン数７００トン以上の船舶とそれ以外の船舶について、従来の

甲板部航海当直部員の資格区分に基づき乗組みに関する基準を設けていると

ころ、（１）の改正に伴い当該区分を廃止することに伴い、一律に、甲板部の

航海当直部員として「甲板部航海当直部員」の資格受有者を乗り組ませるこ

ととします。

（３）その他

その他所要の改正を行います。

３．今後の予定

公 布：平成２４年８月

施 行：公布の日


